
市担当課等 購入物品の検討

↓

（契約課） ホームページ掲載

↓

事業者さま ご提案

↓

市担当課等 結果

推奨いただいた物品が購

入目的に適合した場合、

入札の際の対象物品とし

て採用します。

→後日発注となります。 発注公告をご確認

ください。

推奨いただいた物品が購

入目的に適合し、同等の

物品が他になく、取り扱

う事業者も他にないとき

は、随意契約となる場合

もあります。

※推奨品のご提案により、仕様を一部変更して発注する場合があります。

横須賀市財務部契約課

　横須賀市では、物品購入にあたり、業務内容に適合した物品をより多く把握・選択し、円滑な業務

遂行のため、事業者のみなさまから推奨品をご提案いただいております。 詳しくは、契約課までお問

概要・仕様をホームページに掲載いたしま

す。

FAXにて、ご提案いただきます。（見積

書、カタログ等添付）

※原則として、推奨制度を利用した案件については、採用した物品（市自らが採用を決定した物

品を含む）を限定とした発注となります。（同等品の対応は行いません。）

購入物品推奨制度


